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第５章 計画の推進管理                               

 

１ 計画の進捗期間等                                

 

  計画期間は社会情勢の変化や「国土強靭化基本計画」及び「北海道強靭化計画」と調

和を図る必要があることから、本計画の進捗期間は概ね５年（令和２年度から令和６年

度）とする。 

  また、本計画は、有珠山周辺地域各市町の他の分野別計画における国土強靭化に関す

る指針として位置付けるものであることから、国土強靭化に関連する分野別計画におい

ては、それぞれの計画の見直し及び改定時期に併せ、所要の検討を行い、本計画との整

合性を図っていく。 

 

２ 計画の推進方法                                 

 

２－１ 施策ごとの進捗管理 

 

  本計画に掲げる施策の実効性を確保するためには、明確な責任体制の下で施策ごとの

進捗管理を行うことが必要である。 

  このため、施策プログラムの推進に当たっては、庁内の所管課を中心に、国や北海道

等との連携を図りながら、個別の施策ごとの進捗状況や目標の達成状況などを継続的に

検証し、効果的な施策の推進に繋げていく。 

 

《 施策ごとの推進管理に必要な事項 》 

・ 当該施策に関する庁内の所管課、国の関係府省庁、道の関係部局 

・ 計画期間における施策推進の工程 

・ 当該施策の進捗状況及び推進上の問題点 

・ 当該年度における予算措置状況 

・ 当該施策の推進に必要な国の施策等に関する提案・要望事項 

・ 指標の達成状況 等 

 

２－２ PDCAサイクルによる計画の着実な推進 

 

  計画の推進に当たっては、前項で示した各施策の進捗状況や目標の達成状況を踏まえ、

施策プログラム全体の検証を行い、その結果を踏まえた予算化や国・北海道への政策提

案を通じ、さらなる施策推進に繋げていくという PDCAサイクルを構築し、有珠山周辺

地域各市町強靭化のスパイラルアップを図っていく。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有珠山周辺地域国土強靭化計画 

 

令和２年３月 

有珠山周辺地域１市３町 

（伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町） 

 

【各市町担当窓口】 

 

◆伊達市総務部総務課危機管理室 

〒052-0024 伊達市鹿島町 20番地 1 

TEL0142-82-3162 FAX0142-23-4414 

 

◆豊浦町地方創生推進室 

  〒049-5492 虻田郡豊浦町字船見町 10番地 

  TEL 0142-83-1417 FAX0142-83-2129 

 

◆壮瞥町総務課 

  〒052-0101 有珠郡壮瞥町字滝之町 287番地 7 

TEL 0142-66-2121 FAX0142-66-7001 

 

◆洞爺湖町総務部企画防災課 

  〒049-5692 虻田郡洞爺湖町栄町 58番地 

  TEL 0142-74-3004 FAX0142-74-2121 

 

 


